
〇裁縫が初めての方でもご指導いたします。 

〇ミシン・アイロンは、持参できる方はお願いします。 

【場 所】笠井協働センター 

【対 象】笠井地区にお住まいの15歳以上の社会人          

【定 員】先着１２名 

【持  ち   物】裁縫用具、筆記用具、ものさし、チャコペーパー（持っている人） 

着物布１着分又は、１１０㎝巾１．５ｍ～２ｍ位 

【申 込 期 間】令和４年9月１３日（火）～令和４年9月２４日（土） 

        ※８：３０～１７：１５（日・祝日は除く） 

        ※定員になり次第締め切ります。 

【申 込 先】笠井協働センター窓口又は電話 ４３３－３２２４まで 

全３回 開 催 日 時 内 容 場 所 

第１回
１０月 ５日（水） 

９：３０～１１：３０ 

・説明会 

・裁断 印付け 
講座室 

第２回
１０月１２日（水） 

９：３０～１１：３０ 

・仮縫い 

・本縫い 
講座室 

第３回
１０月１９日（水） 

９：３０～１１：３０ 

・はしミシン 

・完成 
講座室 

発行元：浜松市笠井協働センター

浜松市東区笠井町８６１番地  

        TEL：053-433-3224          

令和４年９月５日発行 第６号 

市委託東区第２号   回覧  

令和４年度の笠井地区自治会連合会主催の敬老会式典は中止となりま

した。対象者に記念品を９月中に贈呈いたします。 

裏面もご覧ください！ 



【日  時】 令和4年 9月 30日(金) １０：００ ～ １２：００、１３：００～１５：００

10：00 ～ 11：00  …   笠井上町、笠井新田町 

 11：00 ～ 12：00   …   笠井町 

13：00 ～ 14：00  …   豊西町、常光町、貴平町、恒武町 

14：00 ～ 15：00  …   豊町 

※混雑緩和のため、町別に時間を設定させていただきました。 

         該当の時間帯で都合が悪い場合は、変更していただいて結構です。 

         特に連絡は不要です。

【会  場】 笠井協働センター ２階 ホール 

【対  象】 マイナンバーカードの発行を希望する人  

【費  用】 無料 

【持 ち 物】 交付申請書  ・ 水分補給用の飲み物 

【そ の 他】 ・当日申請された方には記念品（ポーチ）をお渡しします。 
           ・マイナポイント申込の対象となる申請期限は、令和4年 9月末です。 

       ・マイナポイントの手続き支援は実施しませんので、ご注意ください。 

「交付申請書」を紛失された場合は、インターネットから再発行の申し込みができます。 

 ※再発行の申し込み完了後、翌日以降に東区役所から「交付申請書」が郵送されます。 

ご不明な点等ございましたら東区・区民生活課までご連絡ください。（℡053-424-0154）

マイナンバーカードの申請サポ－ト 
笠井協働センターで１日だけのマイナンバーカード出張申請サポートを実施します。 

マイナンバーカードの作成を考えている方は、ぜひこの機会にご利用ください！

後日、住所地の 

区役所で 

申請者本人が

カードの受取 

カード 

職員が

申請完了まで

サポート

 又は 

交付申請書 

（ R2.12以降に郵送 ）

通知カード下部 

（ H27.10頃に郵送 ）

持ち物 

その場で 

無料で
写真撮影 

※９月２０日（火）～９月３０日（金）まで、体育館床面修繕工事を行います。 

期間中、体育館の利用ができません。ご迷惑お掛け致します。


